鶴岡市総合計画審議会行財政専門委員会委員公募要項

１　趣旨

　  この要項は、行財政健全化の推進に関して市民の意見を反映させるため、鶴岡市総合計画審議会行財政専門委員会委員を公募するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
２　募集人員

  　公募による委員（以下「公募委員」という。）の数は、若干名とする。
３　活動内容
　　公募委員は、鶴岡市内で開催される鶴岡市総合計画審議会行財政専門委員会（以下「委員会」という。）に出席し、鶴岡市の行財政健全化に関する調査、審議、提言等を行う。
※年６回程度の委員会開催を予定（１回２時間程度、オンライン参加可能）
※委員会は公開で開催し、委員の氏名、職業は公表するとともに、委員会における発言内容は意見概要として公表する場合がある。
※委員会に出席したときは、市の規定に基づき報酬（日額５，３００円）及び交通費を支払う。
　
４　委員の任期
　　委嘱日から令和９年１１月３０日まで

５　応募資格

 　 公募委員に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、地方公共団体の議会の議員又は常勤の公務員である者を除く。

　(1) 市内に住所を有し、又は市内に存する事務所等に在勤していること。

　(2) 令和７年４月１日現在において満１８歳以上であること。

　(3) 平日に開催する会議に出席が可能であること。

６　応募方法

　　応募者は、鶴岡市総合計画審議会行財政専門委員会公募委員申込書を郵送、持参又は電子メールにより提出するものとする。

７　募集期間

　　公募委員の募集期間は、令和８年３月３日（火）から３月１７日（火）までとする。
８　申込先
　　鶴岡市総務部職員課　　　〒997-8601　鶴岡市馬場町9-25
　　電話番号　0235-35-1159　電子メール　shokuin@city.tsuruoka.yamagata.jp
９　選考方法

　　公募委員の選考は、提出された書類により審査を行う。

10　選考結果の通知

　　選考の結果については、令和８年３月１９日（木）までに応募者に通知する。

11　その他  

　　この要項に定めるもののほか、公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
